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交通事故捜査髄関して柔道整復師作成に係る証明霧の擬繊があった場合の対応に

ついて

みだしの鐘と腱●いては、従来から適正雄対応藍指示しているとごろであるが、これ

まで蕊道整復師関係麗捧から警察庁鱸なきれた要望要鶯及びこの穂要望についての対応

を下記のとおり整理した鈴で、識務の参考とされたい．

記

塾柔道整復師溌係鰯俸から警察鱗こ対する蕊望蕊雷

くぁ交瀧事鯛こより負傷した者の打撰、捻挫等に対し柔遭整復師が蕊行する証明議

繼例、施術証明譜、診断証瞬審簿鱒鍋灘を贈いている。以下「施術証明響」とい

う薄 ）を受理され馨よう願いたい．

（2）謬件鋤性震上、医師の診断誉が必要と認められる場合は、綾霧者叉慰施錆証鯛書

を蕊#溝-愚柔這整復師溌介して、庭師の診断書を提出されるようされたい《できる

だ｝ず柔遭整復師巻遥磐て行われるよう願いたい。 ） 鱗

2柔道整復師鍔係識体からの要望についての対応

（1）上記要望鋤（1）腱ついて

施術証明講鯵提蟻が総った場合に蛾、これを拒否することなく適切に取り扱う蓮

と。

（”上記要望の〈2）について

謹師の診断霧の擬出溌必要な鵜合繊、事故当事欝又ば被審者錘家族等に連絡し篭

提毅さ遼るようにする瞳と．

3賀料

溌添1－羅師作成に係藩聯噺謝と柔道整復鋪作燃こ係る職術証騨書」の法的

蕊達

別添2…柔道整復師の作成せる証明霧の証拠能力（飛蕊局報から抜粋）
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別添I

医師作成に係る「診断書』 と柔道整復舗作成に係るI施術証明書」の法的差違
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腱道整復帥法第16条

農道整復師は、外科的手’

叉は薬品を投与し、若し<

長か･す一系か､澱のギテ蕊券1 ≦可

一

に立ち会った医師は、診断蕃若 、
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刑事訴訟法第326条蕊1項

崖傷害認定の証拠とすることがで
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医師作成に係る診断書 柔道整復師作成に係る証明書
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<刑事局報11巻11号832ページから抜粋）

柔道整復師の作成せる証明書の証拠能力

1． 柔道整復師が業務の過程において作成した証明藩は、医師の作成せる診断書と

証拠能力において差違はない。

2傷害事件の既に治癒してしまった傷害の程度等を立証する証拠資料として、上

記証明書は、診断書に比してその証明力はおいて劣るものと思われるが、この点

の救済のため捜査上いかなる措置を行うべきか。

問

1 医師の作成した診断譲は、実質的には鑑定書と異なるところ感ないので刑事訴

訟法第321条第4項の準用規定があるとされる（最判昭32．7 ． 25、名古

屋高判昭26．3．6）が、柔道整復師の作成した証明書は、同条第1項第3号

の適用がある書類であるから、両者は同一の証拠能力を有しないと解する。

2上記証明書は、医師の診鰯熱と比して、証拠能力の制限される程度が大であり、

繧用力、証拠価値の面において劣るため、裁判所に要証事実（傷害の程度等）に

ついて充分なる心証を与えることができないおそれがあるものであるが、鰐蓮傷

害が治癒してしまった後であれば、医師の診断書を得ることができない場合も考

えられるので、このような場合には、もし必要があれば、医師に鑑定を嘱託し、

傷害の程度等につき鑑定せしめることも可能である。墓の場合、鑑定人により作

答

成された鑑定霧は刑事訴訟法第321条第4項の適用がある。


